わが国最古の戸籍「三井田里戸籍」にさかのぼる住民組織の変遷　　　　　　　　岩野田北まちづくりサロン　R7.11.16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　我が国の住民組織の歴史は、大宝律令の時代にさかのぼるのですが、私たちの地域の住民組織のことが、わが国最古の戸籍・三井田里戸籍にて判明していることをご存知でしょうか。最も古い歴史ある住民組織の地として、今日、私たちのコミュニティが直面している課題、そして、今後の地域のまちづくりや自治について、みんなで話し合ってみましょう。

	時代背景
	制度名称等
	制度等の目的
	内容
	摘要

	律令制　
大宝2年
(702年)
	五保の制度
	防犯・徴税・相互監視・互助の組織で、中国の制度にならって大化の改新以後、大宝令など律令制度の中で設けられた。律令に具体的役割が制定される。律令制度の衰退とともに廃れた。
(1)逃亡・浮浪化防止
(2)徴税確保のため逃亡者があった場合他の戸は3年間追い、口分田を近親者は代耕し、納める。
(3)犯罪が起きた際は、告発・救助する。
(4)戸が絶えた時は、遺産管理・葬儀し、死罪の夫人が産んだ子の養育。
	粟野を含む三井田里(50戸)に任命された里長(責務に比して地位は低く、報酬はなく、懲役免除のみ)の下に、五戸を単位とする連帯組織として「五保」が編成されていた。
律令国家の地方支配の徹底(国司→郡司→50戸を1里とする里長→五戸を1保とする保長→戸に戸主)
	・市史P331～　正倉院に伝わるわが国最古の戸籍の一つが三井田里戸籍(岩崎・三田洞・粟野・高富町)
・日本史ポータルサイト
https://nihonsi-jiten.com/goningumi/https://komonjyo.net/5ningumimaegaki01.html


	1597年～1608年



江戸時代



	五人組・十人組



五人組
	年貢の納入・治安維持・相互扶助





五人組が遵守すべき法令として五人組帳前書に列記し、組員に連判して誓約させた帳簿。その内容は、幕府の御触書（おふれがき）の要約を集成した、治安、年貢収納、勧農、田畑売買等に関するものが多い。
	起源は、豊臣秀吉の下した掟により下級武士は五人組、下人は十人組を組織、1608年に藤堂高虎が、新封地内（伊予国）に発した政令で、農民を十人組に組織させたもの(内容や目的が五人組制度と同一により五人組と同じ)。

五人組制度は村では本百姓、町では地主・家持を近隣ごとに五戸前後を一組として編成し、各組に組頭などと呼ばれる代表者を定めて名主・庄屋の統率下に組織化した。
	・古文書ネット




・ウィキペディア

	明治時代～
	伍長組
町総代制度
	末端行政の役割
五人組を再編成した伍長組は、「伍長」として古代中国の軍隊が最小単位を５人にしていたことが由来と言われる。全国で見られた制度のようだが、戸数等にも違いがある。岐阜市では、伍長組の記録は承知していないが、町総代制度が町内自治機関として機能していた。大正2年の金華地区下茶屋町町内規約が歴史博物館に収蔵されている。
	　前橋市には、自治会の下に伍長会(班)の名が、今も残っている。




	・日本史ポータルサイト
・前橋市上大島町HP
・コトバンク

	1940年(昭和15年)
	町内会(市街地)・部落会(村落)
と隣組
	　国策の徹底、日常生活の相互規制
「部落会町内会等整備要領」(内務省訓令第17号)に基づき、市町村の補助的機関として組織され、その下部組織として、約10個単位の隣保班(隣組)が設けられた。岐阜市でも総代制を廃止し、町内会制度が発足する(昭和16年1月26日)。
	
	・新・岐阜市史
[bookmark: _GoBack](平成31年発刊の通史編のことを、ここでは「新・岐阜市史」とする)

	1947年(昭和22年)
	町内会等の廃止
	　「町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令」(昭和22年5月3日付け)により、本市も自治会解散通知(同年5月20日付け)。
	
	・新・岐阜市史

	1946年(昭和21年)～
	消費組合
	　日常生活向上・相互扶助
昭和15年に配給窓口として各町内に結成された消費組合もいったん解散したが、産直形式で各地区で再結成。昭和23年に、法による県下初の消費生活協同組合が鷺山地区に組織される。
	
	・新・岐阜市史

	1948年(昭和23年～)
	防犯組合
	　防火防犯協力
　多くの地区に防犯組合が結成され、昭和35年には、下記の弘報委員会連絡協議会を母体とする市防火防犯組合連絡協議会が設立される。
	
	・新・岐阜市史

	1949年(昭和24年)
	弘報委員会
	　行政の民主化・市政参加・相互扶助
昭和24年9月、当時の全22小学校下(平成6年に「校区」に改称)に自主的に組織化。昭和25年に弘報委員会協議会が発足。その後、広報連合会に改称。
	・もともとの消水防組織の歴史は古い。
・「地域のことは地域がやるから、行政は地域のことに口出しするな」(自治会連合会長)
・住民自治への逆風･･･地域と密接な支所の果たした支所統廃合、若者の転出、住民意識の変化、娯楽の多様化、自営業、核家族化、居住の流動化、共同事業(おとりもち・どぶ掃除・草焼きなど)の減少
・組織への影響(役員輪番制・加入率減少・コーディネート機能の低下等)
・平成16年に市のモデル事業に参加、以後、まちづくり協議会(自治会・各種団体等による地域の連携機能強化)の設置を推進。
	・新・岐阜市史

	1960年(昭和35年)～
	自主防災組織
	　隣保共同による自発的な防災組織
　伊勢湾台風を機に、災害対策基本法制定(昭和36年)。順次、各地区に結成されていく。
	
	・新・岐阜市史
・国民生活審議会答申(昭和44年)

	1987年(昭和62年)
	自治会連合会に改称
	　単なる広報の組織ではないとの趣旨
　現在の自治会・自治会連合会。自治会連絡協議会と言う組織名称の体系となる。自治会の課題に対応する住民自治活性化委員会を協議会内に設置(平成15年)。
	
	・新・岐阜市史



